
 

大磯中学校ＰＴＡ規約 

第 １ 章     名      称 

第 １ 条 本会は大磯中学校ＰＴＡという。 

 

第 ２ 章     事  務  所 

第 ２ 条 本会の事務所を大磯中学校内におく。 

 

第 ３ 章     目      的 

第 ３ 条 本会は次の諸項を目的とする。 

  （１） 生徒の福祉増進に努める。 

  （２） 家庭・学校・地域社会の連携を一層緊密にし、生徒の心身の健全な発達に努める。 

  （３） 学校の教育環境の整備に努める。 

  （４）  会員の教養を高めるため今日的課題を積極的に取り入れ、親睦を図るため成人教育の推進に

努める。 

  （５） 公立学校に対する公費確保に努める。 

  （６） 社会教育の振興に努める。 

  （７） 国際親善に努める。 

 

第 ４ 章     方      針 

第 ４ 条 本会は教育を本旨とする民主団体として活動する。 

第 ５ 条 本会はその名において営利的宗教的政党的その他本会の事業以外の活動を目的とする団体及び

その事業にいかなる関係をも持ってはならない。 

第 ６ 条 本会は青少年の福祉増進のため活動する他の社会教育関係諸団体及び機関と協力する。 

第 ７ 条 本会は自主独立のものであって他のいかなる団体の支配統制干渉をも受けてはならない。 

第 ８ 条 本会は教育問題について討議し、教育活動を支援する。ただし、直接学校の管理や人事に干渉

するものではない。 

第 ９ 条 本会は国及び公共団体の適正な教育予算の充実を期するため努力する。 

 

第 ５ 章     会      員 

第１０条 本会は次の会員をもって組織する。 

  (１） ＰＴＡ入会届を提出した大磯中学校に在籍する生徒の保護者及び第３７条の適用を受けるも

の（以下「保護者」という)。 

  （２） ＰＴＡ入会届を提出した大磯中学校に勤務する教職員（以下「教職員」という）。 

  （３） 会員はすべて平等の権利と義務を有する。 

 

第 ６ 章     本 部 役 員 

第１１条 本会の本部役員は次のとおりとする。 

  （１） 会長 １名（保護者） 

  （２） 副会長 ３～４名（保護者２～３名、教頭１名） 

  （３） 書記 ２～３名（保護者１～２名、教職員１名） 

  （４） 会計 ２～３名（保護者１～２名、教職員１名） 

  ２ 本部役員の任期は１年とする。ただし同一役職の再選は連続１回に限り妨げない。 

  ３ 会長に欠員が生じた場合は副会長（教頭は除く）が昇格し、他の本部役員の場合は運営委員会

に委ねる。 

  ４ 欠員による補充者の任期は前任者の残任期間とする。 

  ５ 本部役員の兼任は認めない。 

 



 

第 ７ 章     本 部 役 員 の 任 務 

第１２条 本部役員の任務は次のとおりである。 

  （１） 会長は本会を代表し会務を統括総理し総会、運営委員会を招集する。本部役員選考会の会長

を兼務する。 

  （２） 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその代理をする。 

  （３） 書記は総会並びに運営委員会の議事を正確に記録し、各会合の通知のほか庶務的事務を担当

する。 

  （４） 会計は本会のすべての金銭の収支を正確に記録し、年度末総会において会計監査委員の監査

を経た決算報告をする。 

  （５） 本部役員は本部役員選考会メンバーを兼務する。 

 

第 ８ 章     本 部 役 員 の 選 出 

第１３条 本部役員の選出は、次の各項の人員からなる本部役員選考会を組織し行われる。 

  （１） 本部役員と本部役員選考会サポートグループメンバーで組織する。 

  （２） 教職員の中から互選により２名選出する。 

  （３） 本部役員選考会メンバーの名は運営委員会で発表しその承認を求める。 

  （４） 本部役員候補者を全会員から募集し、選出する。 

  （５） 本部役員候補者の指名にあたっては、被指名者の同意を得なければならない。 

  （６） 本部役員選考会は本部役員選挙の前に全会員に候補者氏名を発表しなければならない。 

  ２ 本部役員候補者の追加は選挙を行う総会の際席上からすることができる。 

  ３ 本部役員は候補者が定数の場合、総会において承認を必要とし、定数を超えた場合は選挙によ

る。 

 

第 ９ 章     運 営 委 員 会 の 構 成 及 び 任 務 

第１４条 運営委員会は本会の本部役員、各活動グループの代表及び校長によって構成される。 

  ２ 本部役員、各活動グループの代表及び校長以外の会員が運営委員会に議事を提案し出席する場

合、事前に本部及び校長の了承を得ることとする。 

第１５条 運営委員会の任務は次のとおりである。 

  （１） 各活動グループによって立案された事業計画及び予算等の審議検討を行い総会に提案してそ

の承認を求める。 

  （２） 決算書及び諸報告書を作成し総会に提案する。  

（３） 必要ある場合特別委員会を設けることができる。 

  （４） 総会において承認された事業計画を遂行する。 

  （５） 第２９条に規定された以外の事項について決議することができる。 

  （６） 議決権は活動グループで 1つ有するものとする。 

 

第１０章     活 動 グ ル ー プ の 設 置、構 成 及 び 登 録 

第１６条 活動グループの設置及び活動内容は、次のように決定する。 

（１） 本部及び学校で活動グループの活動内容が PTA規約 第 3章及び第 4章に適するか確認す

る。 

（２） （１）で適するものを運営委員会にて承認する。 

第１７条 活動グループは３名以上の登録で成立し、グループ内に連絡係、書記係、会計係をおく。 

第１８条 活動グループの任期は１年とする。 

第１９条 活動グループの登録は複数可能とし、毎年行われる。 

 

第１１章     会 計 監 査 委 員 

第２０条 会計監査委員は会員の中より選出された２名の委員で構成する。 

  ２ 会計監査委員の選出は運営委員会にゆだねる。 



  ３ 会計監査委員は他のいかなる本部役員、活動グループのメンバーも兼ねることはできない。 

  ４ 会計監査委員は会計を監査し、年度末総会に報告する。 

 

第１２章     活 動 グ ル ー プ の 任 務 

第２１条 各活動グループの任務は次のとおりである。 

  （１） 第３条の目的達成のために会員全体に関する企画を立て活動する。 

第２２条  広報活動グループは会員及び必要に応じ地域の関係諸機関諸団体に対し情報の伝達、意見交換

に務める。 

第２３条 本部役員選考会サポートグループは本部役員選考会の活動をサポートする。 

第２４条 各活動グループは、活動グループにおける決議事項及び重要な議事については運営委員会には

かる。 

 

第１３章     学 年 会 ・ 学 級 会 の 構 成 

第２５条 学年会はその学年の会員をもって構成する。 

第２６条 学級会はその学級の会員をもって構成する。 

第２７条 学年、学級に関わる連絡調整、行事への協力、諸問題の話し合い等、学年会、学級会の企画・

運営は教員が担う。 

 

第１４章     集      会 

第２８条 総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関であり、定時総会と臨時総会がある。 

  （１） 定時総会 

年度始め・年度末に開催する。事業計画・予算、事業報告・決算、本部役員選出、運営委員

会及び公募による議案の審議を行う。 

  （２） 臨時総会 

会長もしくは運営委員会が必要と認めた場合又は、会員の５分の１以上の要求があった場

合、会長がこれを招集する。 

  （３）運営委員会で審議検討して承認された場合は、総会は書面で行うことができる。 

第２９条 総会の定足数は会員の５分の１とする（委任状出席を含める）。 

第３０条 運営委員会、各活動グループ、特別委員会の会議は必要に応じて開かれる。 

第３１条 決議は多数決により、可否同数のときは議長の決による。 

 

第１５章     会      計 

第３２条 本会の経費は会費、事業収入又は寄付金をもって充てる。 

  ２ 会費の額変更、資金獲得又は寄付を求める場合は総会で承認を得なければならない。 

第３３条 会費は年額４,８００円とする。 

  ２ 途中入退会における会費の入金、返金は月単位で管理し、そのときの会費の計算は月額４００

円とする。入会月より残りの年度内分を徴収、退会月より残りの年度内分を返金する。 

第３４条 本会の資産は第３章の目的達成のため以外に使用してはならない。 

第３５条 本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

  ２ ４月１日より新年度予算成立時までの期間における支出は、暫定予算をもって新年度予算成立

後これに吸収される。 

 

第１６章     新 旧 本 部 役 員 及 び 委 員 の 交 代 

第３６条 本部役員及び委員の新旧交代は新年度最短期間内に完了するものとする。 

  ２ 旧本部役員、委員が任務継続中にその子が大磯中学校を卒業した場合は、就任期間中第１０条

第１項の会員の資格を有するものとする。 

 



第１７章     そ  の  他 

第３７条 本会に顧問をおくことができる。 

  ２ 顧問は会員の推薦により会員の過半数の承認を経て会長が委嘱する。 

第３８条 規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成投票により改正することができる。但し改正

案は事前にその内容を全会員に知らせておかなければならない。 

第３９条 本会の細則制定及びその変更は本規約に抵触しない限り運営委員会で行うことができる。 

第４０条 篤志寄付の寄託を受けた場合寄託者の意志を尊重する。 

第４１条 本規約は、昭和 23年 6月 1日から施行する。 

 

附  則  昭和５８年＊３月＊９日一部改正 

  昭和６１年＊３月＊６日一部改正 

  昭和６３年＊３月＊４日一部改正 

  昭和６３年１２月２０日一部改正 

  平成＊２年＊７月１２日一部改正 

  平成１２年１１月２４日一部改正 

  平成１３年１１月２８日一部改正 

  平成１５年＊２月２６日一部改正 

  平成２１年＊３月＊３日一部改正 

  平成２６年＊３月＊３日一部改正 

       平成２９年 ３月 １日一部改正 

平成２９年 ５月２０日一部改正 

平成３０年 ３月 １日一部改正 

平成３１年 ３月 ４日一部改正 

令和 ２年 ２月１８日一部改正 

令和 ３年 ２月１８日一部改正 

 

 

（以下余白） 


